
 

 

 

 

 

 

 

 

１．試験区分、採用予定人員、受験資格及び職務内容 

試験区分 採用予定人員 受験資格 職務内容 

一 般 事 務 員 

（大学卒業程度） 
若干名 

□昭和 59年 4月 2日から平成 4年 4月 1日までに生まれた人 

□学歴、国籍は問いません 
市の機関(公営企業

等を含む)に勤務

し、一般行政事務に

従事します。 

一 般 事 務 員 

（高校卒業程度） 
若干名 

□昭和 63年 4月 2日から平成 8年 4月 1日までに生まれた人 

□大学卒業(見込み)の人は受験できません 

□国籍は問いません 

土 木 技 術 員 若干名 
□昭和 59年 4月 2日から平成 8年 4月 1日までに生まれた人 

□学歴、国籍は問いません 

市の機関(公営企業

等を含む)に勤務

し、専門的業務に従

事します。 

保 健 師 若干名 

□昭和 53年 4月 2日から平成 4年 4月 1日までに生まれた人  

□保健師免許を有する人 

（平成 26年 3月 31日までに免許取得見込みの人） 

□学歴、国籍は問いません 

市の機関(公営企業

等を含む)に勤務

し、専門的業務に従

事します。 

幼 稚 園 教 諭 

・保育士共通 
若干名 

□昭和 59年 4月 2日から平成 6年 4月 1日までに生まれた人 

□幼稚園教諭普通免許状を所有かつ保育士資格を有する人

（平成 26年 3月 31日までに資格取得見込みの人） 

□学歴、国籍は問いません 

市の機関(幼稚園や

保育所等 )に勤務

し、専門的業務に従

事します。 

●複数の試験区分に申し込むことはできません。申し込みできる試験区分は１つだけです。 

●一般事務員について、最終学歴が短期大学卒業以下の人で昭和 63年 4月 2日から平成 4年 4月 1日までに生まれた人は

「大学卒業程度」「高校卒業程度」のどちらも受験資格を有します。いずれかを選択し申し込みをおこなってください。 

●公営企業とは、上下水道局、ガス局、交通局、市立病院をいいます。 

 

２．欠格条項 次の各号のいずれかに該当する人は、受験できません。 

(1) 成年被後見人または被保佐人、若しくは、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または、

その執行を受けることがなくなるまでの人 

(2) 松江市において、懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない人 

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法または、その下に成立した政府を暴力で破壊することを

主張する政党、その他団体を結成し、または、これに加入した人 

 

３．外国籍職員の担当業務 
「公権力の行使または公の意思の決定に参画する公務員については、日本国籍を必要とする」という公務員

の基本原則に基づき、松江市では外国籍の職員は次のような業務及び職に就くことができません。 

(1) 公権力の行使にあたる業務 

  ・市民の権利や自由を一方的に制限する内容を含む業務 

  ・市民に義務や負担を一方的に課す内容を含む業務 

  ・市民に対して強制力をもって執行する業務 

  ・その他公権力の行使に該当する業務 

<代表的な業務の具体例> 

  事 務：各種の許認可、税の賦課・滞納処分、土地収用、占用許可、立入調査、各種規制 

        生活保護の決定など 

  土 木：都市計画決定、開発規制など 

  建 築：建築行為の制限など 

  その他の職種：各種規制など 

平成 25年度松江市職員採用試験 受験案内 
                                       松江市総務部人事課 

第 1 次試験日 9 月 22 日(日) 

受 付 期 間 7 月 1 日(月) ～ 8 月 2 日(金) 

松 江 市 総 務 部 人 事 課  

〒690-8540 松江市末次町 86 番地 



(2) 公の意思の形成に参画する職 

  ・松江市の行政の企画、立案、決定等に関与する職 

  ・基本計画の策定、予算査定、人事労務管理等に関与する職 

４．受付期間  平成 25年 7月 1日(月)～平成 25年 8月 2日(金) 

            ●受付時間は土･日･祝日を除く午前 8時 30分～午後 5時 15分 

●郵送の場合は 8月 2日(金)までの消印有効 

         ●電子申請は 8月 2日(金)午後 5時 15分までに正常にシステムに到達したものに限り

受け付けます。 

 

５．試験日、試験場及び合格発表 

試験 試験日 試験場 合格発表 

第 1次試験 

9月 2 2 日 (日 ) 

受 付 時 間 

9時～9時 30分 

島 根 大 学 

（松江市西川津町） 

平成 25年 10月下旬に第 1次試験受験者全員

に合格または不合格の通知をします。 

第 2次試験 

平成 25年 11月中旬から下旬の予定 

（詳細は第１次試験合格通知の際に

お知らせします) 

平成 25年 12月中旬に第 2次試験受験者全員

に合格または不合格の通知をします。 

●第１次試験終了予定時刻  一 般 事 務 員：15時 30分頃 

一般事務員以外：17時 30分頃 

 

６．試験の方法 

試験 種目 区分 内容 

第
１
次
試
験 

教養試験 全試験区分 

公務員として必要な一般教養に関する筆記試験をおこないます。 

出題内容は、「一般事務員(大学卒業程度)」は大学卒業程度、「保健師」

「幼稚園教諭・保育士共通」は短期大学卒業程度、「一般事務員(高校卒

業程度)」、「土木技術員」は高等学校卒業程度で実施します。 

適性検査 全試験区分 職務遂行上必要な適性について検査します。 

作文試験 全試験区分 文章の表現力、課題に対する理解力について、作文試験をおこないます。 

専門試験 

土木技術員 
専門的知識、技術等の能力について、筆記試験をおこないます。出題内

容は高等学校卒業程度で実施します。 

保健師 
専門的知識、技術等の能力について、筆記試験をおこないます。出題内

容は短期大学卒業程度で実施します。 幼稚園教諭 

・保育士共通 

第
２
次
試
験 

人物試験 全試験区分 職務遂行能力等をみる目的で面接をおこないます。 

実技試験 
幼稚園教諭 

・保育士共通 
体育実技及び音楽実技をおこないます。 

●身体の障がい等により受験上の配慮を希望する人については、その障がいの内容･程度に応じて補装具等の持

込や拡大文字による試験等による受験が可能です。ただし、点字による試験は実施しません。受験上の配慮

を希望する場合は、受験申込書に記載してください。詳細については、松江市役所人事課までお問い合わせ

ください。 



７．合格から採用まで 

(1)合格者は、採用候補者として名簿に登載し、平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日までに欠員

が生じた場合に、名簿登載者より順次採用決定します。なお、上記期間内に欠員等が生じない場合

は、採用候補者の資格を失います。 

(2)受験資格がないこと、受験申込書に虚偽の記載がなされたことが判明した場合は、合格を取り消し

ます。また、資格・免許等の取得見込みの人で、その資格・免許等が取得できない場合は採用され

ません。 

(3)給与は、松江市の給与規定に基づき支給します。 

 

８．受験手続 

（１）持参または郵送による申込 

郵
送
す
る 

郵 送 先 

〒690-8540 松江市末次町 86番地 松江市役所人事課 宛に郵送してください。 

●封筒の表に「採用試験申込」と朱書きしてください。 

●郵便の不着には対応できません。 

必要に応じて簡易書留などの対策を講じてください。 

申込期間 
平成 25年 7月 1日(月)～8月 2日(金) 

●8月 2日(金)までの消印のあるものに限り受け付けます。 

持
参
す
る 

申 込 先 松江市役所人事課（本庁西棟４階）に持参してください。 

申込期間 
平成 25年 7月 1日(月)～8月 2日(金) 

●土･日･祝日を除く午前 8時 30分～午後 5時 15分 

提出書類 
①「申込書」 

②「受験票及び結果通知書郵送用切手貼付台紙」（80円切手 2枚を貼り付けてください） 

受 験 票 

●受験票は、提出された申込書により受験資格等を審査後、9 月上旬に郵送する予

定です。9月 13日(金)までに受験票が到着しない場合は、松江市役所人事課まで

連絡してください。 

●受験票は第１次試験当日に受験会場に持参してください。 

注意事項 

●申込書は全試験区分共通です。記入例を参考に必要事項を記入してください。 

●不備あるものは受理いたしません。 

●上記受付期間後の申し込みは受理することはできませんのでご注意ください。 

●受験に際し提出された書類等は返却いたしません。 

 



（２）電子申請（インターネット）による申込 

申
込
手
続 

申込方法 

松江市ホームページから「松江市職員採用情報」にアクセスし、申込手続をおこな

ってください。 

http://www1.city.matsue.shimane.jp/shisei/jumin/saiyou/top.html 

 

申込期間 

平成 25年 7月 1日(月)～8月 2日(金) 

●8月 2日(金)の午後 5時 15分までに正常にシステムに到着したものに限り受け付

けます。 

●受付締切間際は回線の混雑が予想され、受付期間内に処理できない場合がありま

すので、余裕をもって申し込みをおこなってください。 

受 験 票 

切手貼付台紙 

●「受験票」及び「結果通知書郵送用切手貼付台紙」は受付完了後にＰＤＦ形式で

メール送付します。 

●受験票、結果通知書郵送用切手貼付台紙を印刷し、第１次試験当日に受験会場に

持参してください。（台紙には 80円切手 1枚を貼り付けてください） 

注意事項 

●申し込みをしてから、5 開庁日（土・日・祝日除く）を過ぎても「受験票」及び

「結果通知書郵送用切手貼付台紙」を送付するメールが届かないときは、必ず松

江市役所人事課まで連絡してください。 

●メール送付された「受験票」及び「結果通知書郵送用切手貼付台紙」はＡ４用紙

に印刷してください。 

●電子申請の操作方法、動作不良に関するお問い合わせ先 

しまね電子申請サービスヘルプデスク 

電話：０１２０－６０－５３９１（平日９：００～１７：００） 

 

９．第 1次試験に関する注意事項（携行品等） 

 (1)受験票には、第１次試験日前 3ヵ月以内に撮影した写真（縦 5cm横 4cm）を貼り付けてください。 

 (2)試験日は、受験票(写真貼付)、鉛筆(HB)、消しゴム及び弁当を持参してください。 

(3)携帯電話、計算機能付時計などの使用は禁止します。 

 (4)駐車場は用意していません。車による送迎の場合は、渋滞を避けるため、試験場付近での乗降はご

遠慮ください。また、会場周辺の商店、スーパーマーケット等への駐車も絶対にしないようお願い

します。 

 (5)電子申請により受験申込をおこなった人は、「結果通知書郵送用切手貼付台紙」に 80 円切手を貼り

付け、第 1次試験当日、受付時に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

松江市総務部人事課 

〒690-8540 松江市末次町 86番地 

℡(0852)55-5130（直通） 

 

  ※松江市ホームページに職員採用情報を掲載しています 

http://www1.city.matsue.shimane.jp/shisei/jumin/saiyou/top.html 

 


